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　予防接種の実施医療機関は、個別予防接種実施医療
機関一覧表のとおりです。予防接種は、毎月実施して
いますので、受けられるかたは、事前に医療機関に電
話で予約をしてからお出かけください。
　なお、羽島郡三町以外へ転出された場合は、受けら
れませんので、転出先の市町村でおたずねください。
（転出後に受けられた場合は、自己負担となります。）
【持参するもの】

・予防接種予診票
　（予防接種ガイド）
・母子健康手帳
【問合先】福祉健康課

　新しい保険証は３月下旬にお手元に届くよう配達記
録で郵送しました。お手元に届きました保険証は、必
ず記載内容を確認し、４月１日以降、医療機関で受診
される際には、新しい保険証を窓口に提示してくださ
い。なお、古い保険証はお使いにならないようハサミ
で切るなどしてご自身で処分してください。
　また、新しい保険証が届いたかたで、既に会社など
に就職し職場の健康保険証をお持ちのかたは、速やか
に職場の健康保険証・国民健康保険証・印鑑を持って、
住民課へ届け出てください。
※保険証が届かなかったり、不明な点があるときはお
問合せください。

　４月１日から、情報交流センター（北事務所１階：
東陽町）の開設時間が次のように変更になります。町
内に在住または、在勤のかたならどなたでもパソコン
や高速インターネットをご利用いただくことができま
すのでお気軽にお立ち寄りください。
【変更前】（平日）午前９時～午後９時３０分
　����������（土・日・祝）午前９時～午後９時３０分
【変更後】（平日）午前９時～午後５時
　����������（土・日・祝）午前１０時から午後９時３０分
　����������（年末年始は休館）

　農地の賃貸借の目安となる標準小作料が、次のよう
に改訂されました。（農地法により３年ごとに見直さ
れます。）

個別予防接種（３か月～７歳６か月
未満） 福祉健康課

４月１日から国民健康保険証が
新しくなります 住民課

情報交流センターの開設時間が
変更になります 企画課

笠松町標準小作料を改訂 環境経済課

標準小作料（平成１７年～平成１９年）（１０ａ当り）

備考標準小作料農地区分

４５０ｋｇ程度１９,０００円上限
田

４３０ｋｇ程度１５,０００円下限

普通畑１０,０００円畑

※農地法第２４条に規定する小作料の減額勧告は、標準
小作料の３０％を超えるものです。

個別予防接種実施医療機関一覧表

電　話住　所医 療 機 関 名

３８７ー２２５７笠松町上本町１３伊 藤 医 院

３８７ー０１８０　〃　門間１２７０岩 村 医 院

３８８ー７６６６　〃　門間８５３お お か わ 整 形 外 科

３８８ー８７００　〃　田代１０９８ー１片 山 ク リ ニ ッ ク

３８７ー４５０４　〃　美笠通３ー２０小 寺 医 院

３８７ー６０１０　〃　米野２４３こ め の 医 院

３８８ー３６００　〃　奈良町１１９杉 山 内 科 医 院

３８７ー６１６１　〃　門間５７８ー１羽 島 ク リ ニ ッ ク

３８８ー０１１１　〃　泉町１０まつなみ健康増進クリニック

２４７ー２６２６岐南町上印食７ー１２赤座医院上印食診療所

２４９ー１３６６　〃　野中２ー９４ー１お お し ろ 内 科

２４７ー６６３０　〃　八剣８ー４３河合内科クリニック

２７８ー１０３０　〃　下印食２ー４５北田内科クリニック

２４６ー３５５３　〃　三宅５ー１１８岐 南 外 科 病 院

２４７ー５１３１　〃　上印食３ー１７８沢 田 内 科

２４７ー３３２２　〃　野中３ー２２０サンライズクリニック

２４６ー７５５１　〃　八剣北４ー８７野尻女性クリニック

２４７ー８８２８　〃　三宅１ー２０４伏 見 医 院

２４６ー８８８２　〃　八剣１ー２４渡 辺 小 児 科

２７０ー０５００柳津町佐波８００ー７黒田内科クリニック

２７９ー５０１５　〃　高桑２１６６たけのうちクリニック

３８７ー６３６７　〃　蓮池２ー２４た じ り か 医 院

３８８ー３８３８　〃　宮東１ー１０１柳 津 病 院

〈お問い合わせは〉

役　　　場
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北 事 務 所　�３８７-６２６６
福　　　祉　

�３８８-７１７１健康センター
中央公民館　�３８８-３２３１（町体育協会事務局）

松枝公民館　�３８７-０１５６

下羽栗会館　�３８７-２３６０

総 合 会 館　�３８７-８４３２

福 祉 会 館　�３８７-１１２１
町社会福祉　

�３８７-５３３２協　議　会




